
　※雇入れが２年以上前で

本人から保険料を徴収している場合は、入社時からの遡及取得

本人から保険料を徴収していない場合は、取得届の提出日から

２年前までの遡及取得となります。

(H30.5)

福岡西公共職業安定所　雇用保険課適用係

℡092－688－9208

遡及取得確認に係る提出書類一覧

取得日から６ヶ月以上経過する場合 《遡及新規設置を除く》

※ 雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします。

1
•雇用保険資格取得届(様式第2号) ※マイナンバーを必ず記載してください。

2
•遅延理由書

3
•雇用契約書：労働条件通知書 (短時間勤務者、有期契約勤務者)

4
•出勤簿 (入社時 又は 【 年 月】～現在までの出勤簿)

5
•賃金台帳 (入社時 又は 【 年 月】～現在迄の賃金台帳)

6
•労働者名簿

7
•遡及被保険者資格取得に関する賃金支払額報告書
(前年度雇用保険料を納めていなかった場合のみ提出が必要)

8

•被保険者に係る確認を行う日の２年前の日よりも前の期間に係る雇用保険
の被保険者となったことの届出に関する聴取書
(２年を超えて遡る場合のみ提出が必要※)


